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・学校に近い場合、自宅に近い場合、両方とも遠い場合等、様々なケースが考えられます。
  児童生徒の登下校の時間帯には、学校に職員がいます。学校に登校した場合や引き返してきた場合
  には、児童生徒を受け入れる体制は整っています。

・学校が保護している場合には、引き渡しカードに基づき引き渡しとしています。
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施設・通学路の
点検

臨時休業、登校時
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地震等発生時の学校対応表
令和８年４月

【対応の基本方針】

  ・保護者は気象庁の防災情報で 船橋市 に震度５弱等が発表されている場合、以下のとおりの対応を

　　お願いします。
　※震度計の不具合等により、万一、市内の震度が計測、発表されなかった場合は、隣接市（市川、習志野市
　 　八千代市、鎌ケ谷市、白井市）のいずれかの市の最も高い震度を基準に判断してください。
　・地域によって被害状況が異なることや避難所開設準備のため、教育委員会からふなばし情報メールや
　　市ホームページでの周知は行いません。
　
【事後対応】
　・学校再開については、避難所開設の状況や施設、通学路等の点検等から総合的に判断し、学校からメール
　 配信等を行います。

震度・警報・注意報等
学校の対応

家庭の対応
授業 給食 連絡

気象庁の防災情報（地震）はこちら

二次元コードをタップするとページに移動します。

https://www.jma.go.jp/bosai/

